
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市 

審査 

処分業許可申請書の作成 

事
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審査 

許可又は不許可（届出受理） 
通知 

竣工 
工事着手 

確認通知 使用前検査 

審査 

許可又は不許可 通知 

営業開始 

許可申請書（又は届出）の作成           

事業計画案の作成 

以降の必要な手続きを連絡 

審査 

①廃掃法設置許可＋建基法

第 51条許可が必要 

②廃掃法設置

許可が必要 

申出書の作成 

事前相談 

回答 

確認 

事業者 

都計審付議の対象 

都市計画審議会での審議 

生活環境影響調査 

住民説明・同意書等の取得 

「立地基準」への適合確認 

③市要綱の

届出が必要

可が必要 

回答 

回答 

専門家による意見聴取 

申請書等の縦覧・意見受付 

焼却施設の場合 

産業廃棄物処理施設の設置に係る手続きフロー（中間処理施設に限る） 



  

 

 

 

①廃掃法設置許可＋建基法 51条許可が必要

な施設 

②廃掃法設置許可が必要 


